
 
 
「石川県伝統工芸事業者再建支援事業費補助金」の６次公募開始について 
 
令和６年能登半島地震・令和６年奥能登豪雨の影響を受けた石川県指定伝統的工芸

品・希少伝統的工芸品製造者等の事業再開を支援する「石川県伝統工芸事業者再建支援

事業費補助金」の６次公募を１０月１０日（金）より開始します。 

 

● 事業概要 

対象者：令和６年能登半島地震・令和６年奥能登豪雨により被災し、生産設備等に 

被害を受けた 

① 石川県指定伝統的工芸品・稀少伝統的工芸品を製造する製造事業者 

② 石川県指定伝統的工芸品・稀少伝統的工芸品を製造する製造事業者等 

のグループ及び製造協同組合等 

対象経費：石川県指定伝統的工芸品・稀少伝統的工芸品の製造を再開するための 

(1) 設備・機器（窯・ろくろ・道具等）などの購入費及び修繕費 

(2) 原材料の購入費及び型等の試作・製作費 

補助額：上限１,０００万円（補助率３／４） 

 

● 募集期間 令和７年１０月１０日（金）～１１月２８日（金） 

 

● 問い合わせ先 

  石川県商工労働部経営支援課 伝統産業振興室 

 ０７６－２２５－１５２６ 

 
＜参考＞ 

●これまでの公募状況について 
 ・公募期間：１次公募 令和６年 ２月２８日（水）～ ３月１３日（水） 
       ２次公募 令和６年 ４月２６日（金）～ ６月２８日（金） 
       ３次公募 令和６年１１月１４日（木）～１２月１３日（金） 
       ４次公募 令和６年１２月２７日（金）～令和７年３月７日（金） 
       ５次公募 令和７年 ５月１３日（火）～ ６月３０日（月） 
 ・採択件数：１次公募 ２件、２次公募 ８件、３次公募 ２件、 
       ４次公募 ４件、５次公募 ２件 

●国の支援策「伝統的工芸品産業支援補助金（災害復興事業）」について 
 ・公募期間：１次公募 令和６年 ２月 １日（木）～ ２月１６日（金） 

２次公募 令和６年 ４月１９日（金）～ ６月２８日（金） 

３次公募 令和６年１０月３１日（木）～１２月 ６日（金） 
４次公募 令和６年１２月１３日（金）～令和７年２月２１日（金） 
５次公募 令和７年６月２５日（水） ～ ８月２９日（金） 

 ・採択件数：１次公募 ３０件、２次公募 １８４件、３次公募 ３３件、 
４次公募 ２２件、５次公募 ４９件 
※採択件数は本県の事業者分 

令和７年１０月１０日 

経営支援課伝統産業振興室 

内 線：４４６７ 

外 線：２２５－１５２６ 

担 当 者：本谷・柿崎 



令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪雨の影響を受けた石川県

指定伝統的工芸品・稀少伝統的工芸品製造者等の事業再開を支援する

ため、当該伝統的工芸品製造に必要となる窯、ろくろ、道具等の購入・

修繕、原材料の確保及び試作・製作に係る経費を補助します。

●申請は、石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室で受付します。

詳細や申請様式に関しては、石川県のホームページに掲載いたしております。

●公募要領に記載されている要件や留意事項をよくご確認の上、持参・郵送または

電子メールにてお申込ください。

●申請後、審査の上、予算の範囲内で補助金額等を決定します。

令和６年能登半島地震・令和６年奥能登豪雨における

石川県伝統工芸事業者再建支援事業費補助金のご案内

補助対象者

令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪雨により石川県内で被災し、生産

設備等が当該災害により被害を受けた、

（１）石川県指定伝統的工芸品・稀少伝統的工芸品を製造する製造事業者

（２）石川県指定伝統的工芸品・稀少伝統的工芸品を製造する製造事業者等の

グループ及び製造協同組合等

補助額

公募スケジュール

補助対象経費

石川県指定伝統的工芸品・稀少伝統的工芸品の製造を再開するために必要な、

（１）設備・機器（窯、ろくろ、道具等）などの購入費及び修繕費

（２）原材料の購入費及び型等の試作・製作費

令和７年１０月１０日（金）～令和7年１１月２８日（金）

上限１，０００万円 ※下限なし

（補助率３/４以内）

＜第６次募集＞



お問合せ先
石川県 商工労働部 経営支援課 伝統産業振興室

TEL:０７６－２２５－１５２６

留意事項

○対象経費に消費税分は含みません。

○補助金の支払いは、事業実施期間終了後、精算払（後払い）となります。

申請様式に関しましては、石川県のホームページに掲載しています。

本公募に関してご不明な点等ございましたら、石川県商工労働部経営支援課伝統産業

振興室までお問合せください。

○購入する原材料は被災前１年間における使用量に相当する量を限度とし、

購入した原材料や道具等は、受払簿などで購入・使用・在庫の数量について日付を明記の

うえ管理していただきます。

○収支の事実の確認のため、支払方法は銀行等の預金口座への振込とし、原則として

現金決済は認められません。
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公募～補助金交付までの手続きイメージ

県へ「石川県伝統工芸事業者再建支援事業費補助金交付申請書」
および添付書類を提出

審査の上、申請者へ「補助金交付決定」の通知

事業実施 （道具・原材料等の購入や型の製作などを完了）

県へ「実績報告書」を提出

補助事業の完了確認検査、補助金額の確定

申請者へ補助金の「交付額確定」を通知

県へ「補助金請求書」を提出

申請者へ補助金を交付
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